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Recently the broader implications of “Neue Ostpolitik” and its 
potential influence upon a more coherent EU strategy towards Russia 
have become widely discussed. This paper aims at clarifying the main 
aspects of a new Eastern Politics concept under German Chancellor 
Merkel and its effects upon the EU-Russian relationship, while especially 
focusing on European energy security.

At first, the main policy changes initiated by Chancellor Merkel 
concerning the German-Russian relation are outlined and valued with 
regard to the urgent task of normalizing the German-Polish relationship, 
which has become a main factor of EU-Russian relations. Then, 
attention is turned to the necessity of renegotiating a new Partnership 
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and Cooperation Agreement between the EU and Russia, discussing 
the efforts of securing energy supply from Russia to Europe to which 
Germany has become the driving force. Finally, the focus is put on the 
German initiative during its EU Council Presidency in the earlier half of 
2007 to embark upon a new Central Asia strategy, in order to discuss the 
potential of a more geostrategic approach in dealing with Russia’s rising 
energy nationalism.

For the author the limits of a new German ‘Ostpolitik’ strategy 
― described by the German Foreign Ministry as “growing closer by 
interweaving” ― serving as a blueprint for strengthening the EU-
Russian relationship are obvious. Like for Germany, the transatlantic 
link as embedded in NATO remains essential for the EU as a whole, 
and therefore a strong German-Russian tie as initiated by Merkel’s 
predecessor Schroeder does not remain a viable strategic option. Instead 
stressing the need for a strong EU-Russian strategic partnership, pursuing 
a form of cooperation that favours a more “selective” way seems more 
realistic. Therefore, the EU should seek for even closer cooperation in 
those fields Russia is willing to participate, but to strengthen its efforts 
to become more independent from Russia especially in regard to energy 
issues.

Until recently the EU has not experienced concrete forms of foreign 
threat, but in dealing with Russia’s energy supply strategy this has 
become a vital question. Actually the EU’s new Central Asia strategy 
marks an important step in achieving a broader strategy towards Russia, 
yet because Russian interests in Central Asia are strongly effected as 
well, potential for further conflict remains. The EU should consistently 
diversify its foreign energy imports, while especially Germany needs to 
revaluate the potential of nuclear energy in order to underline its strong 
EU leadership ambitions.

Ⅰ　はじめに

EUは現在重要な転換点に立っている。共通の統治体制を作り上げ特に域内
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の経済統合実現に向けて積極的に取り組んできた戦略方針は政治的な深化を
いっそう図る必要性を強調する方向に移行しつつある。もっとも、難産の続
いている「新基本条約」は新しい「深化フェーズ」の枠組みをもうけている
ものの、ここで注目したい EUの対露戦略の具体的な指針を示すまでには勿
論至っていない。むしろ、拡大 EUの対露戦略の方向性を見極めるためには、
特にドイツのロシアとの関係動向を分析することが重要なインプリケーショ
ンを提示すると思われる 1。
本稿では、メルケル政権下での独露関係の展開が EUの安全保障確立に示

唆する要点に注目し、何よりエネルギーの安定確保で EUが直面している対
ロシア外交戦略の重大な問題に焦点を絞る。昨今注目される「新東方外交」
（Neue Ostpolitik2）の動向を念頭に置きながら主にエネルギー分野における独
露関係の問題整理を行い、EUとロシアの新たな関係構築の可能性を検証して
みる。ヘルマン（Gunther Hellmann）はこの脈絡で、ドイツの対ロシア外交政
策による EU東方外交戦略への指導力の発揮に関し、ドイツの一層のイニシ
アチブを要求し、次のように述べた。「EUにおける東方政策の模索を成功さ
せるために、ドイツ国内における対東方利害関心をめぐる戦略議論の欧州規
模への拡充が必要である。しかし、現在のドイツにおける当該戦略議論は EU
を十分に視野に入れておらず、むしろ自国の利害関心に過去のように重きを
置くようになった。対ロシア政策を見ると、それは最も顕著である。今後の
EU東方外交はドイツ外交政策が EUにおいて指導力を持てるかどうかのテス
トケースにもなる」3。
東西の対立が続いた時代、EUの国際戦略は主に経済分野に限定しており、
独自の安全保障政策の推進意欲は低かった 4。だが、冷戦の終焉につれて EU
は中欧諸国の EU加盟実現、ロシアとの関係改善を通して、欧州全体の地政
学的な安定化にも取り組むようになった。しかし、EU15と中欧の新規加盟
国との間の対ロシア戦略をめぐる立場の違いやプーチン政権下で強化された
ロシアの資源ナショナリズムへの不安により、当初大方の予想が楽観的だっ
たロシアとの協力関係構築が紆余曲折しその限界も視野に入ってきたことで、
EUには全加盟国が一枚岩となった対ロシア共通戦略の強化が今後一層必要な
ものとなっている。そこで、以下のように、本稿の考察を 3つの観点に沿っ
て展開し、ロシアの強硬なエネルギー外交政策を視野に入れた EUの対露戦
略に及ぼす、メルケル政権下ドイツの対東方関係政策の影響を論じる。
先ずは、シュレーダー前政権で著しく悪化した独米関係と、逆に大幅に強
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化された独露関係とは一線を画すメルケル政権下の外交政策の要点を掴んだ
上で、EU・ロシア関係に多大な影響を及ぼす独・ポーランド関係の問題点を
纏める。それを踏まえて、ドイツ主導の EU東方戦略の EU・ロシア関係への
インプリケーションを洗い出す。続いて、EU・ロシア関係の、主に EU・ロ
シア間パートナーシップ協力協定の改定をめぐる成り行きを背景にした問題
点を総括する。また、エネルギー安定確保の必要性に基づく EU・ロシア間協
力の強化戦略や超大国の蘇生を目論むロシアを牽制しようとする中欧 EU加
盟国の影響力をめぐり、ドイツの取るべき姿勢を論じる。最後に、EUの新し
い東方戦略における中央アジア戦略を始めとするロシアとの関係発展に関わ
る主要要素に注目しながら、戦略遂行におけるドイツの役割を浮き彫りにし、
ロシアのエネルギー供給を梃子とした地政学的欧州戦略に対して政治力の脆
弱さをさらけ出している EUの戦略的な課題を見極める。

Ⅱ　メルケル政権とEUの東方戦略

1．シュレーダー政権とメルケル政権の外交方針の違い

マイヤー・ワルザー（Reinhard Meier-Walser）が指摘したように、ドイツ連
邦共和国の建国以来、積極的な安全保障の確保・促進政策の推進、NATOの
政策強化、欧州の統合深化はドイツ外交政策の中核目標である 5。その実現に
向けて、バランスの取れた対米・対仏外交戦略、全てのユニラテラルな外交
政策への慎重な姿勢という「不文律」はドイツ外交政策の揺るがない前提と
なっている 6。1998年に発足したシュレーダー前政権も上述のドイツ外交の基
本を踏襲するかに見えたが、2002年のイラク危機の深刻化を機に、外交政策
の重大な方向転換が行われた。それは以下のように段階的に具現化した 7。
①シュレーダー首相は、選挙戦で対立する相手陣営との政治的な差別化
のために外交政策を争点にしないという戦後ドイツでのタブーを破り、
2002年の総選挙に際し、イラク危機を中心的なテーマに取り上げた。
②同時に、シュレーダー首相はバランスの取れた対米・対仏外交戦略とい
う外交の基本を無視し、イラク戦略で米国と対立したフランスに一方的
に肩入れした。更に、新しい独仏枢軸にロシアのプーチン大統領を加担
させることに尽力し、ベルリン・パリ・モスクワという新しい 3極関係
を構築した。



59

メルケル政権下におけるドイツ・東方関係の展開と EUの対露戦略

③イラク戦争に当たり、英国、イタリア、スペインの他、中欧諸国も米国
を支援していたことで、ドイツはその対米関係に関して EU加盟国や当
時の EU加盟候補国、NATO加盟国の中で孤立した。ドイツの外交政策は
マルチラテラリズム路線からの撤退を進めていると国内では広く懸念さ
れ、第 2次世界大戦までのドイツ帝国形成過程における主要外交戦略を
彷彿させる「特有の道」（Sonderweg）として非難された。

イラク戦争終結に伴ってドイツと米国の対立は部分的に回復し、欧州域内
での緊張感も緩和してきたものの、独仏の指導者の顔ぶれが変わったことに
より漸く対米関係が本格回復に向かい出した。2005年の政権交代で誕生した
保革大連立政権のメルケル首相は就任前の外交経験が限られていたとは言え、
意外と速やかに外交政策の新しい羅針盤の必要性に気付いた 8。信頼性と確実
性をドイツの外交政策に取り戻すために、メルケル首相は従来の多角的な外
交政策の復活に重点的に取り組んでいる。
メルケル政権で外相の座に着任したシュタインマイヤーは 1999年から 2005

年にかけて、シュレーダー第 1次、第 2次政権の首相府長官を務めたことが
ある。当初、これでは前政権の外交政策の延長になると考えられていた。だ
が現実には、シュタインマイヤー外相の外交政策策定への影響力はフィシャー
前外相には遥かに及ばないものである。同氏は連邦議会の議席や社民党内の
役職を持っておらず、なおかつその現実政治的諸政策の路線に対し党内左派
の平和主義者からの批判を頻繁に浴びている。また、例外なくドイツ戦後外
交の大物であったブラント、シェール、ゲンシャー、キンケル、フィシャー
の歴代外相達とは異なり、2007年 11月まで副首相には任命されていなかった。
メルケル首相は外交政策に極めて強い関心を示しており、外交政策の実現に
直接関わろうとする意志も感じられる 9。この状況下でメルケル首相は多角的
な外交政策の復活に取り組んでおり、前政権の外交政策の見直しは次の 5点
に及ぶ。①米国との新しい信頼関係構築、②独仏枢軸の柔軟化、③人権の尊
重をめぐる国際議論の復活、④ EU小国と大国との間の仲介役の強化、⑤ト
ルコの EUとの特権的パートナーシップ構想の推進。
ここでの文脈においては特に④に注目する 10。

2．独・ポーランド関係

ブラシュ（Buras）によると、現在ポーランドで見られる反独感情の主因は、
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マスメディアで盛んに言われているようなドイツの親ロシア政策にあるので
はなく、むしろドイツとポーランドで起きている政治的・社会的な変遷に起
因する 11。1989年以降、ドイツとの外交関係強化はポーランドの各政権にとっ
て最大の関心事だったが、ポーランドの NATOと EUへの加盟が実現された
ため、同国が置かれている国際事情は大きく変化した。EUに関して見ると、
ポーランドの外交戦略は EUでの存在強化を優先し、その都度自らの政治的
な視座に呼応した外交上の協力関係の更新を行うようになっている。この動
きに対して、これまでポーランドとの協力関係を推し進めてきたドイツが反
発姿勢を強めていることを受け、ポーランドのクファシニェフスキ前大統領
は、ドイツによる相互協力関係への関心も現実味を欠く政治的な主張に過ぎ
ず、ドイツはポーランドを国際社会での自律した主体として認めていないと
指摘した 12。
近年、ポーランドの保守政権が展開している対独外交政策はドイツに対す

る不信感と距離感が色濃く反映している 13。ドイツとポーランドが 15年間傾
注してきた和解の成立は現在大きく揺れ動いており、両国の政治エリートに
は相手国に生じている社会的、政治的変遷への理解力が欠如している。ドイ
ツの対ポーランド政策は例えば大統領と首相を務めることになったカチンス
キ兄弟の台頭を成す背景に十分に注意を払わずに行われており、このことは
ポーランドの事実上の対独政策と同じほど問題視すべきである。なぜなら、
カチンスキ兄弟が政権を握るようになったことはポーランドの政治勢力図の
塗り替えを意味するばかりでなく、過去 15年の外交戦略への多大な非難でも
あったからだ。1991年～ 92年の短い期間を除き、マルチンキエビチとカチ
ンスキの両政権の構成政党はその 15年間政府与党であったことはなかったの
で、1989年に誕生した第 3共和国の外交指針を含む主要政策路線との断絶を
容易に行えた 14。ポーランドが国際社会への加入を果たした EU、NATOの加
盟は覆えざる結果でも、過去その加盟の実現を最も積極的に推進したドイツ
との外交関係は著しく冷却している。カチンスキ政権が第 3共和国時代を批
判すべき過去のものとみなし、第 4共和国の到来を告げた時、ドイツを最大
のパートナーとした第 3共和国時代の外交方針との決別は必然的結果であっ
た。
共産圏の崩壊後、ポーランドはドイツとの重点的な協力を国際地位の向上

に向けて最優先した上で、例えば独仏の緊密な協力関係に加わり同 3国が構
成する「ワイマール三極会合」の常設化に努めることを通して、欧州の統合
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深化への貢献を重視していた 15。また、1991年に締結された善隣友好条約は、
例えばナチス・ドイツのポーランド人強制労働者への補償問題や在独ポーラ
ンド人への少数民族としての地位が付与されていない問題、ドイツ人のポー
ランド残留資産の最終的所有権をめぐる問題などを取り上げないことで独・
ポーランド間の新しい協力関係に不協和音をもたらさないようにするための
ものだった。更に、当時の歴史編纂の動向や公的議論の傾向で見られるように、
ポーランドの第 3共和国時代の歴代政権はドイツとの友好関係促進に傾注し、
第 2次大戦直後のドイツ系住民のポーランドからの強制移住に関しても「ド
イツ人追放」という以前は否定された言葉遣いを容認するようになっていた。
それに対して、これまで構築された独・ポーランド関係を第 4共和国のカチ
ンスキ政権は根本的に批判し、「協力パートナーの適宜変更」をポーランドの
EU戦略の新しい基本方針として掲げるようになっていた 16。

3．EUの東方との新たな関係の模索

ポーランドの国家理性にとって、EUの欧州近隣諸国政策（ENP）がロシア
に重点を置き過ぎず、特にウクライナ、モルドバ、ベラルーシの安定化と発
展に対して十分に積極的な政治的・経済的なコミットメントが発揮されてい
るかどうかは常に重視すべきことである 17。また、これら 3カ国及び南カフカ
ス地方が EUのエネルギー安定確保政策などを対象とした地政学的な戦略に
十分に反映されるかどうかはポーランドの重大政治的関心事である。しかし、
ENPの推進には、欧州の統合過程の全体的な力量の維持に向けて、27加盟国
体制となった EUの行動力保持に大きく資する EU改革条約（リスボン条約）
の意思決定方式の刷新は必須であり、外交・安全保障の機能強化に関わる個
所の発効が不可欠だったが、ポーランドは近年の EU・ロシア関係の強化を強
く懸念したことを一因に、EUの抜本的構造改革手続きに顕著な非協力的姿勢
を見せた 18。ポーランド政府は、例えば 2007年 6月の EUサミットでも示し
たような EU共通政策実現への強硬な反対姿勢を変えて、EUのロシアとの関
係構築に関してよりプラグマティックな外交政策に乗り出さないと、域内で
の孤立が進むにつれて、EUの東方周辺諸国への影響力が減退する可能性は否
めない。
一方、EUにとって特にポーランドの地政学的な位置づけはロシアとの関係
の試金石となる。ポーランドの対ロシア利害関心を EUが如何に調整するか
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によって、EU・ロシア関係は大いに左右される。そこで EUの小国と大国と
の間の仲介役の強化を改めて外交政策の優先課題としているメルケル政権の
舵取りに注目が集まる。同政権はシュレーダー前政権が 1998年に発足させた
独・仏・露 3極定例会議を踏襲しており、フランスとの協力でポーランド・
ロシア間の重要な仲介役を果たそうとしている。しかし、シュタインマイヤー
独外相がドイツの EU議長国期間に新しい対東方外交指針として打ち出した
標語「関わり合いによる接近」（Annäherung durch Verflechtung）は殊に経済的
な射程を有し、ポーランドのロシアに対する牽制志向の本質に十分に配慮し
ているかどうか問題視された。ポーランドにとって、経済優先の東方政策は
ほとんどロシアを向いており、自国とその周辺諸国のロシアへの依存度をな
るべく低下させたいとするポーランドの重要な政治的インタレストが十分に
反映されていないものである。このように、東方政策を模索する上で、ロシ
アとの関係強化を図る EUに対して、ポーランドが対抗意識を燃やすかどう
かは EUにとって常に注意しなくてはならない問題となっている 19。
だが、事実上「関わり合いによる接近」という外交指針にはウクライナ、

モルドバ、ベラルーシ、カフカス地方、中央アジアもその射程に入っており、
かつ重視している 20。特にカフカス地方と中央アジアはその安定化、エネルギー
分野での EUとの協力が重点課題として認識されている。これはドイツが EU
に働き掛けた結果で、ポーランドとの共通点でもある。この点に関して、両
国のポスト・ソ連地域への関心は実は同質なものである。
一方、ロシアは独立国家共同体（CIS）地域を自らの主な影響圏と見なして

いることにより、EUの東方諸国との関係強化戦略に対抗はしているが、ロシ
アにとっても、同地域の安定化は大きな課題である。ロシアにとって同地域
との協力関係を如何に展開できるかは重要な課題であるが、南オセチア紛争
を経て CISからの脱退を表明したグルジアのロシア離れや、近年のベラルー
シやアゼルバイジャンとのロシア産天然ガス輸出価格交渉で起きた摩擦、決
裂が示すように、CIS諸国との政治主導型協力は困難な状況である 21。

4．EU東方政策の可能性と見通し

EUが重点的に取り組んでいる課題に EU・ロシア間パートナーシップ協力
協定（PCA）の更新があるが、その過程が困難極まるものになる懸念を否め
ない。なぜなら、EUがウクライナ、モルドバ、ベラルーシを対象とした東欧
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3カ国と南カフカス地方との「近代化パートナーシップ」を検討中である現在、
同諸国・地域への影響力行使をめぐって EUとロシアは互いに牽制し、緊張
が継続しているからである 22。また、ドイツとポーランドの協力が不可欠と
なっているものの、両国の間で燻り続ける相互不信の他、例えばグルジアの
NATO新規加盟をめぐる賛否両論の鍔競合いが続いており、EU・ロシア関係
の発展に大きな足枷となりかねない。更に、EUの中央アジア諸国との関係構
築の模索が EUの中央アジア戦略として具現化しつつあるために、EU・ロシ
ア関係に新たな緊張が生じる可能性がある 23。

EUは、2007年 6月に採択した中央アジア諸国との協力拡大を盛り込んだ
戦略文書を基に、エネルギーを中心とする貿易・投資の拡大、環境対策、民
主化促進などで対話を進める考えを示した。エネルギー資源の 5割を輸入に
頼る EUはロシアからのエネルギー供給の不安定化、依存度の高さに危機感
を募らせており、中央アジア諸国との関係強化でエネルギー調達の多様化が
進むことに期待を掛けている。EUにとって、ENPの該当範囲ではあったも
のの具体的な政策の動きがなかった中央アジアはこれまでほとんど「空白地」
であったと指摘してシュタインマイヤー独外相が、カザフスタン、キルギス、
ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタンの 5カ国との関係強化を
訴えた結果、欧州委を中心に関係国との協力強化の枠組みが検討され、2009
年までに協力協定の締結を目指すことになった。

EU東方戦略の青写真として、シュタインマイヤー氏はドイツの新東方外交
政策を取り上げ、EUの東方政策模索上におけるドイツのリーダーシップ要求
を暗示した 24。「関わり合いによる接近」という新しい対東方外交指針はバー
ル（Egon Bahr）の構想した「接近による変化」政策を連想させるものである。
冷戦下で、旧西ドイツの東ドイツ及び中東欧諸国との緊迫関係を大いに緩和
したバールの政策を踏襲して、ドイツ外務省は対ロシア協力の強化を独露、
EU・ロシア関係の必要条件と見なしている。しかし、このような東方政策
は現在では大きなリスクを含んでいるに違いない。ヨフェ（Josef Joffe）が指
摘したように、プーチン大統領率いるロシアの外交政策はソフトパワーを欠
いており、世界政治の安定化に寄与する意識と能力の限界は明らかである 25。 
2008年に行われる米国大統領選挙後、同国の対外政策は刷新される見込みで
あるのに対し、大統領が交代したロシアの国内政策は引き続き抑圧的であろ
うし、ロシア外交政策の極めて強引な要素が放棄されるとも考えられない 26。
故に、特にロシアに対して EUが「関わり合いによる接近」という戦略を通
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してより信頼性の高い関係を構築できるポテンシャルは小さいと言える。

Ⅲ　ロシアを視野に入れたEUエネルギー安全保障確立の課題

1．EU・ロシア間戦略的パートナーシップの危機

中欧諸国の EU加盟と、豊かなエネルギー資源に支えられているロシアの
強硬な自己主張の結果、EU・ロシア関係には根本的な変化が生じた。それに
より、特にシュレーダー政権が追求した緊密な対ロシア関係の構築を EU東
方戦略の中心的な手段に据える選択肢は成り立たなくなった 27。ドイツを始め
として、拡大 EU全体は先ず新しい EU・ロシア関係の主な傾向を確認し、今
後の対東方政策を吟味しなくてはならない。EUの現在の課題は特にサマラで
の首脳会議で明瞭となった。

2007年 5月に、ロシアのサマラ市で第 30回 EU・ロシア公式首脳会議が開
催されたが、懸案であった新 EU・露 PCAは交渉入りの前段階でつまずき、
協力関係の停滞局面が露呈した。東欧での米ミサイル防衛施設の建設計画や
ロシアのポーランド産食肉への輸入禁止措置などでロシアとの対立が深まる
中、成果を挙げられなかった。2005年 11月以降、ポーランド産食肉に対して
禁輸措置を実施しているロシアに反発するポーランドは、同協定の交渉入り
を拒否し、旧ソ連兵の銅像撤去でロシアと対立するエストニアと共に、首脳
会議の開催見送りを主張した。一方、EU議長国だったドイツは、2007年末
に更新期限を迎えた同協定について、協力を強化する新協定の締結に意欲を
示し、EUの重鎮として力を発揮すると期待されていた。
一方、ロシアのプーチン前大統領は、全加盟国が対ロシア戦略で一致して
いない EUの政治的な脆弱を突き、エネルギー供給をめぐる強硬な外交政策
を遂行し続けてきた。欧州全域を不安に晒しているとはいえ、今後もロシア
がエネルギー大国としての地位を最大限利用する見通しは変わらない。そこ
で、新たな冷戦には至らなくても、かなり「冷え切った平和」の国際情勢と
なりつつあるとレックマン（Jörg Reckmann）は分析した 28。同氏によると、
中東欧では過去の歴史が暗い影を投げかけており、現実政治の可能性を低下
させ、EUの対ロシア関係に理性を取り戻すことを妨げている。ポーランドや
バルト 3国で反ロシア的な傾向が強まっている一方、ロシアでも民族主義が
高まり、冷戦での降伏を修正しようとする動きがある。このような複雑な事
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情下で、サマラでの EU・ロシア首脳会議は大きな成果を得られなくとも、対
話の続行が何より大事だったはずである。しかし、EU・ロシア関係は具体的
な政治・経済政策で一つ誤れば軋轢が常態化しかねない危機を迎えてしまっ
ている。
プーチン氏が大統領職を辞しても今度は首相として力の外交に出るとの見

方で EU加盟国は一致していたが、その懸念は早くも 2008年に勃発したグル
ジア紛争で現実のものとなった。今後も共通の外交政策が存在しない限り、
EUにとって適切な対策を決めることは至難の業である。結果的に、EU・ロ
シア間の戦略的パートナーシップ遂行が大きな危機に瀕している。ウィンター
（Martin Winter）も指摘したように、ロシアは EU加盟国内の対ロシア戦略を
めぐる不協和音を利用し続け、EUをポーランドやバルト 3国のような対ロシ
ア強硬派と、独仏など親ロシア派に二分させようとする傾向が続くだろう 29。
言うまでもなく、特にロシアの対欧州エネルギー戦略に翻弄されている EU
にとって、それに十分に対抗できる共通のエネルギー安定確保政策の実施は
極めて大きな課題である。

2．EUの対ロシアエネルギー安定確保問題

EU・ロシア関係の法的な基盤を成す PCAの射程をみると、経済関係の強
化政策、とりわけエネルギーの安定確保が圧倒的に重視されていることは明
瞭である 30。EUは何より、各加盟国共通の対ロシア政策を生み出すことが必
要であるが、それを経済の側面から見れば、EUのエネルギー市場の規制緩和・
調和とロシアのエネルギー市場の自由化を総合的に促進することで、両者の
対内直接投資環境が大幅に改善され、双方の経済関係の深化に資するに違い
ない 31。
ウムバッハ（Frank Umbach）が指摘したように、ロシアを視野に入れた安
全保障政策は従来の軍事的な側面より、ロシアに対するエネルギー依存のリ
スクに注意する必要性を有している 32。なるほど、現在ドイツとロシア間で結
ばれているエネルギー協力関係の更なる発展が将来のリスク回避に向けて不
可欠である状況は、エネルギーの安全確保戦略を EUにおいても外交アジェ
ンダの重要課題とさせている。しかし、ドイツが EU・露 PCAの更新に寄与
するためには、ドイツの対ロシア利害関心と中欧加盟国を含む EUの対ロシ
ア利害関心の乖離を克服しなければならず、それを如何にして乗り越えるか
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がドイツ外交政策の試金石となる。
サマラ市での EU・ロシア首脳会議の前に行われた EU加盟国 EU大使会議
の席上で、リトアニアのマルティコニス EU大使とドイツのシェーネフェル
ダー EU大使が衝突したことは象徴的な出来事である。リトアニアが EU・露
PCAの更新を阻止しようとするのに対して、シェーネフェルダー氏が強い不
満を表明し、その戦略の意味を突っぱねた。同会議の出席者の多くはドイツ
の「ロシア贔屓」に呆気に取られていたと言われた 33。リトアニア EU大使の
姿勢の背景には、2006年 7月以降、ロシアからの「ドルージュバ」パイプラ
インによる送油が油管破損を理由に停止されているため、リトアニアの対ロ
シア関係が急激に悪化していることがある。ドルージュバのベラルーシ向け
送油が間もなく再開されたのに対して、リトアニア向け支線への送油は未だ
に (2008年 8月時点）行われていない。リトアニアの製油所を運営するマゼ
イキウ石油がポーランドの PKNオルレンに買収されることが決まり、ロシア
の影響力が低下する見通しになった直後に送油が停止された。ここで、バル
ト 3国では停止の長期化はロシアの政治的な意図によるものではないかとす
る見方が広まり国際政治の舞台にまで引き出されるようになったが、ドイツ
の対ロシア外交政策はその状況解決に歯が立たなかった。
フランスと英国での首脳交代を機に、メルケル政権の現在の緊密な対ロシ

ア政策に代わって、一定の距離感を置いた対ロシア関係を優先する政策への
転換が頻繁に指摘される。しかし、ロシアに対して距離を保つとなると、特
にエネルギー戦略も含めて全ての EU加盟国の結束が不可欠となる 34。ロシア
からのエネルギー供給が停止された場合、より共通化された域内エネルギー
市場が危機の打破に有効に働くだろう。しかし、今までドイツは自国の外交
政策の影響力をロシアに対して維持するために、双方の関係に EU全体のイ
ンタレストを十分に反映させておらず、EUのエネルギー市場の寡占状態に積
極的にメスを入れることも躊躇してきた。更に、長い間原子力発電の再評価
に取り組まず、また、欧州での広域的な天然ガス供給の保障に大いに寄与で
きるナブコ・パイプライン計画への積極的な参加より、ロシアとドイツを優
先的に結ぶ北ヨーロッパ・ガスパイプライン（NEGP）に傾注してきた。

3．パイプライン戦略が複雑化した局面

ロシアが欧州への天然ガス供給を 2年連続で停止したことを受けて、EUで
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はロシアを迂回し中央アジアのガスを直接取り込むナブコ・パイプライン計
画の実現に注目が集まった。同パイプラインはトルコのグルジア国境からト
ルコ、ブルガリア、ルーマニア、ハンガリーを経て、オーストリアと結び、
更に他の欧州のネットワーク向けに送ガスを行う計画で、総工費 50億ユーロ、
2009年に着工し、2012年に完工する予定だった。しかし、プーチン大統領（当
時）が 2007年 5月に、トルクメニスタンとカスピ海から北に向かうロシア経
由のパイプラインの使用取り決めをまとめ、EUの目論見に打撃を与えた。ロ
シアはガス輸送ルートの主導権確保を狙い、トルクメニスタンから安価に買
い付けた天然ガスを欧州へ転売するという戦略だったと見られる 35。

2006年 3月に公表された EUエネルギー・グリーンペーパーが示すように、
エネルギーの安全確保に関して共通の政策を打ち出すべく努力している EU
が、東方からのガス輸入多様化の必要性に直面する中、プーチン大統領はナ
ブコ・パイプラインと基本的に北側に並行して走る自国ガスプロムのブルー
ストリーム・パイプラインへの支援を EU諸国に求めていた 36。これに対して、
同じカスピ海地域からガスを運ぶナブコ・パイプラインは欧州の管轄下に置
かれるが、将来、トルクメニスタンとカザフスタンにも延長する計画となっ
ている。ナブコ計画を一つのきっかけに、プーチン政権は中央アジア諸国が
資源外交で「ロシア離れ」を強めていることに警戒感を募らせていたが、欧
州はロシアのエネルギー支配の脅威に関して十分に団結しておらず、中央ア
ジアでのエネルギー外交政策の強化に一層力を注ぐべきだと思われる 37。
確かに 2008年 4月に欧州委のフェレロワルトナー対外関係担当委員がナブ

コ・パイプラインへの天然ガス供給の約束をトルクメニスタン政府から得る
ことに成功したことが示すように、EUの新中央アジア戦略が徐々に功を奏し
つつある。EUは 2009年から年間 100億立方メートルのトルクメニスタン産
天然ガスを獲得できるようになった 38。しかし、ロシアが 2007年から推進し
ている欧州向けパイプラインの新規建設はナブコ計画の実現を窮地に追い込
もうとしている。

NEGP（別名ノースストリーム）に対して、サウスストリームと称される当
該のパイプラインはロシア産天然ガスをロシアの黒海沿岸からブルガリアへ
輸送した後、中央向けルートと南欧向けルートに分かれる構想となっている。
同パイプラインはロシア・トルコ間を結ぶブルーストリーム・パイプライン
の延長に代わるプロジェクトで、ガスプロムとイタリアのエネルギー大手エ
ニ社が共同で計画している。2008年１月にロシアはブルガリアとセルビア、3
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月にはハンガリーと相次いでパイプラインの通過をめぐる合意取り付けに成
功した。ナブコ計画に参画するハンガリーがブルガリアに続いてロシアにな
びいたことで、EUでは同計画の進展に対する懸念が生じている。最終的には、
サウスストリームとナブコとの併存で欧州への天然ガス供給が一層保障され
るようになるのだが、サウスストリームが実現されれば EUの対ロシア・エ
ネルギー依存度の軽減という宿願成就はまたもや遠のく 39。
エネルギー関連でロシアに極めて依存している中欧の EU加盟国に対して、

ロシアがエネルギー供給を故意的に停止すれば、勿論、ドイツのアクション
が問われる。換言すると、万が一に備えてドイツは自分のポジションを現在
の緊密な対ロシア関係に基づくエネルギー外交政策から正さなくてはならな
いのである。ロシアが中欧諸国に対して権力政治を更に展開する見通しの中
で、中欧諸国の EUにおける発言力が増した現在、EUの対ロシア政策を牽引
するために、今後ドイツはロシアに対してより批判的な外交推進を迫られて
いる。

4．対ロシア政策で大きなジレンマに直面するドイツ

ドイツの歴代政権は国益のため、特にエネルギーの供給確保をめぐりロシ
アとの相互関係の強化を推進し、シュレーダー政権時代には両国の「蜜月」
を迎えた。現実政治の基本を具現化しているこの政策は、両者の経済的な緊
密化によって過去の対立関係構図を塗り替えようとするものである 40。もっと
も、良好な独露関係に基づく対ロシア政策を EU外交の雛形として活用でき
るかどうかはドイツにとって極めて難しい問題となっている。なぜなら、ド
イツがロシアとの歴史的な関係の克服に専念する姿勢を、必ずしも中欧諸国
が黙認するとは限らないことが近年歴然としてきたからである。上述のよう
に、特にポーランドにとって独露関係の行方は現在も不安感を募らせるもの
であり、ドイツとロシアの間の如何なる取引に対しても、ポーランドの存在
を脅かすものではないかどうか極めて敏感に反応する。欧州では、歴史の長
くて重い影がとりわけ独・露・ポーランドの 3国間関係を覆っており、EUの
対ロシア政策の複雑化を招いている。しかし、以下のⅣ 1.）で取り上げる EU
新中央アジア戦略を 2007年前半の EU議長国として打ち出したドイツはシュ
レーダー前政権が追求した緊密な独露関係の構築重視政策を明らかに変更し
ている。対欧州強硬姿勢を強めたロシアと欧州諸国との関係が事実上の足踏
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み状態にあることを受けて、ドイツは EU・ロシア間で醸成された緊張感を緩
和するために、今までの緊密な対ロシア関係を活用しながら、エネルギーの
安定確保を始めとして EUのより強力な対ロシア共通戦略の必要性を認識し
ている。

EUはロシアに対して現実的な戦略を更に強化する必要性があると思われ
る。ジングホーフェン（Sven Singhoven）が指摘したように、権力主義に基づ
くロシアとの緊密な外交協力は非常に困難であることに気付きつつあるが、
EUは対ロシア安全保障の確立に向けてロシアの民主主義の強化や共通価値観
の促進より、エネルギー、貿易、近隣諸国政策、大量破壊兵器の拡散防止など、
EUとロシアの相互依存・共通関心が最も高い分野での積極的な協力推進を目
指すことが不可欠である 41。また、ウクライナが希望している EU加盟や、グ
ルジアが目指す NATO加盟をめぐって EU・ロシア間の対話の継続はなくては
ならないものである。しかし、現在特にエネルギーの安全保障に関し、EUが
自らの利害関心を優先させる傾向が顕著になっている。例えば、露・ガスプ
ロムによるカルテル形成の疑念に対して、EU競争法（独禁法）の適用の事例
が既にある。域内エネルギー分野へ進出し続けるガスプロムの事業戦略をめ
ぐり、EUとロシアが対立する可能性が高くなっており、ロシアのWTO加盟
実現に向けての新たな難関ともなるに違いない。エネルギーをめぐる対立が
EU・ロシア関係の大きな不安定要素であり続ける以上、独露関係に今後大き
な試練をもたらす可能性は大きい。

Ⅳ　地政学的な対ロシア戦略の課題

1．エネルギーの安定確保に期待が掛かる新中央アジア戦略

中欧諸国が EUへの加盟を達成した今、EUは新しい周辺国・地域を対象
としたより具体的な外交政策が急務となったものの、ソ連邦崩壊後、対中央
アジア戦略は EUにとって常に潜在的な課題だった。1990年代初頭に採択さ
れた「安定化・連合プロセス」が中欧諸国の EU加盟を目標に欧州全体の安
定化を図ってきたが、当該諸国の将来の EU加盟による拡大 EUを想定して、
EUが既に 1990年末以降推進している ENPは地中海沿岸諸国の他、東欧地域
（ウクライナ、ベラルーシ、モルドバ）及び南カフカス地方（カザフスタン、
キルギス、ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン）に焦点を当て、
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広域欧州戦略として注目されていた。そして、域内の統合過程から得た地域
統合のノーハウを活用し、中央アジアでも安定、安全、繁栄の実現に寄与す
るために、EUは 2007年上半期のドイツ・EU議長職期間の最終日に漸く新中
央アジア戦略を採択した。同戦略は中央アジアでの「開かれた社会」の誕生
を目指し、EU並みの法体系による法の支配を最優先する政策を取っていると
はいえ、特に同地域からのエネルギーの安定供給確保の仕組み作りに重点を
置いている。
ドイツ企業の要望に応えて、EUは中央アジアのエネルギー生産に積極的に
関わることとなったという経緯があり、新中央アジア戦略の重点政策は同地
域で既に長期活動するドイツ企業など EUの民間事業を支援する。同戦略下
では対象諸国が環境の保全向上に協力しながら、石油と天然ガスを欧州へ輸
送する見返りに、EUは現地での水力発電の開発に重点的に取り組むことを約
束している。また、ロシアの資源ナショナリズムに十分に対抗すべく、中央
アジアのエネルギー資源の開発、採掘に向けたいかなる選択肢も検討すると
強調している。具体的には① EUの域内エネルギー市場の統合方針に倣って、
中央アジアでの共通エネルギー市場の設立を支援し、② EUからの投資を活
発化させる、官民パートナーシップ（PPP）の促進と、③エネルギー分野での
EUと中央アジア諸国との技術協力の推進に着手する。更に、カスピ海と黒海
の間の新しいエネルギー輸送回廊の確立を目標とし、総合的な支援を約束し
ている。
ドイツが主導する新中央アジア戦略は独エネルギー大手の同地域における

事業拡大戦略に合致するものである。ただし、エネルギーの安定供給に新し
い供給先が不可欠だとする独・エーオン社は、欧州へのエネルギーの安定確
保に占める中央アジアのエネルギー資源の比重は、同地域の天然ガスが今後
もロシアを経由して欧州へ輸送されるのかトルコ経由で欧州へ輸送されるの
かに左右されるとしている 42。また、欧州企業の中で、中央アジアに最も積極
的に進出しているのはドイツ企業だが、エネルギー大手企業の内、化学大手
BASFの子会社ウィンターシャルだけが中央アジアで大規模な事業を展開して
いる。トルクメニスタンで同社は天然ガスを採掘しており、2007年 7月に事
業の大幅拡大可能性を示唆した 43。一方、2004年に締結されたカザフスタン
国有石油開発・輸送会社カズムナイガスとの戦略的なパートナーシップによ
り、カザフスタンでの事業強化に期待が掛けられるが、現在カザフスタン政
府はロシアのガスプロムとの協力強化を優先する傾向が強まりつつある 44。
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2．中央アジアの安定化課題

ドイツ外務省の政務次官エアラー（Gernot Erler）によると、新中央アジア
戦略は対象諸国での安定と安全、繁栄の実現に貢献することを目指しており、
当該諸国での EUの政治的な影響力の拡大を狙っているものではない 45。EU
の新中央アジア戦略は中央アジア担当 EU特別代表（EUSR）の政治顧問を務
めるドイツ人のビクトル・リヒター（Viktor Richter）を中心に推進されており、
その効率的な展開のため、EUの 2007年～ 13年予算からは従来の 2倍となる
7億 5,000万ユーロが拠出される。2007年以降、EUの外務担当部署トロイカ
（EU現・次期議長国外相、EU理事会事務総長／共通外交・安全保障政策上級
代表、欧州委対外関係担当委員で構成）は毎年中央アジア諸国首脳との会議
を開催し、EUの代表部を各国に開設している 46。そして、EUが中央アジア
の安定化協力というカードを如何に効果的に活用できるかで、EU・ロシア関
係も少なからず左右されるこことなる。従って、中央アジアでの存在感が強
まることを通して、新中央アジア戦略は必然的に EUがロシアの牽制を狙え
る重要な要素も含んでいる。中央アジアの安定化に多大な関心を持つロシア
は EUのイニシアチブを歓迎する一方、同地域が独自の対欧州エネルギー戦
略を確立するようになることを今後も阻止しようとするに違いない。
一方、新中央アジア戦略は基本的人権と市民権の保障問題に配慮し、対象
諸国での人権尊重の徹底化も重要な目標としているが、近年、EUの中央アジ
ア諸国との関係は必ずしも良好だとは言えない。殊に 2005年 5月にウズベキ
スタンのアンディジャン市で起きた反政府騒擾事件をめぐり、同国政府が国
際的な独立調査団の受け入れを拒んでいるのに対し、EUは兵器・武器、国内
の弾圧に用いられ得る設備の対ウズベキスタン輸出禁止措置を課した他、同
事件での無差別、かつ不適切な武力行使に直接関与した高官たちの EU入域
制限措置も決定した。その後、2006年 11月、ウズベキスタンに大きな経済イ
ンタレストを持ち、新中央アジア戦略の採択を自国の EU議長国期間の一つ
の重点目標として掲げたドイツは、同国との対話推進のため、先ず EUに働
きかけてウズベキスタン政府に対する独立調査団の受け入れ要求を取り下げ
させ、2007年 3月にカザフスタンで行われた EU・中央アジア 5カ国会議で
のウズベキスタン外相の参加を実現させた。また、同年 5月に入ってウズベ
キスタン高官たちの EU入域制限措置が緩和された結果、新中央アジア戦略
を記念する式典に同国外相も出席できることとなった。同戦略は人権の侵害
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問題に直接触れているわけではなく、対話強化の必要性に焦点を当てている。
ドイツの中東での安全保障戦略にウズベキスタンは最も重要な要素になっ

ており、EUの新しい中央アジア戦略にも大きな影響を及ぼしている。前述
のアンディジャン騒擾事件でウズベキスタン政府との関係が悪化した米国は
同国での空軍基地の閉鎖に踏み切ったが、ドイツ連邦軍はアフガニスタンで
の作戦に不可欠な輸送基地をウズベキスタンで運営し続けている。その結果、
中央アジアでのドイツの影響力は著しく向上しているが、近年に見られるロ
シアや中国の中央アジアへの積極的な関与も背景に、ドイツの外交政策にとっ
てウズベキスタンを始めとして中央アジア全域でのドイツ及び EUの勢力拡
大が重要な課題であり続けるだろう。更に、ドイツ外務省によると、ウズベ
キスタンはドイツとの協力、対話を重視しているとのことだが、実際にはロ
シアの存在は極めて強い 47。それを裏付けるように、2007年 5月に露・ルク
オイルはウズベキスタンのカンディム・ハウザク・シャディ・ガス田の開発
プロジェクトに約 3億ドルを 2007年中に投資すると発表している 48。

3．地政学的な対ロシア戦略の必要性

1999年のポーランド、チェコ、ハンガリー、2004年のバルト 3国、スロバ
キア、スロベニア、ルーマニア、ブルガリアの NATO加盟によって NATO・
ロシア関係が多大な影響を受けたのと同様に、1999年以降の欧米関係におけ
る勢力図にも大きな変化が生じた。近年の中欧主要国でのミサイル防衛（MD）
基地・関連施設の建設計画などが示すように、勢力均衡というパラダイムを
依然として重視する米国の対欧州戦略は東西欧州をロシアを牽制するための
橋頭堡と見なし続けているが、欧州で勢いを増しつつある域内統合の動きは、
同地域での NATO覇権を始めとして米国の影響力を減退させている。EUの東
方拡大と ENP上でのウクライナ、ベラルーシ、モルドバとの協力、更新に手
間取っているとはいえ、重要なエネルギー協力戦略を生み出した EU・露 PCA
の他、特に 1999年のユーロ導入により新たな段階に入った EU統合過程、「ベ
ルリン・プラス」枠組み（1999年決定）に基づき 2002年に取り決められた
EU・NATO協力によって、EUが NATOの資産・能力を使用できるようになっ
たことなどは、対ロシア橋頭堡としての機能を低下させたに違いない。更に、
2007年 2月にミュンヘンで開催された第 43回ミュンヘン安全保障会議での
プーチン大統領の NATOへの強い批判に注目すると、その対象とするところ
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は米国主導の戦略であり、EUに的を絞ったものではないことは明瞭である49。
同発言の要旨はロシア側の EU・ロシア間戦略的パートナーシップ継続への根
本的な関心を示すものだった。
一方、2002年の NATO・ロシア理事会創設以降、EUとロシアとの軍事的対
峙が緩和していることもあり、ブッシュ政権は EUの東方拡大により再び不
安定になったEU・ロシア関係を利用しようとしてきた。特にポーランドとチェ
コでのMD計画推進を通して、対ロシア勢力を再度強化することを狙ってい
ると考えられる。EUは東方への拡大により、中欧新規加盟国のロシアとの微
妙な関係から生じる様々な問題も継承しており、対ロシア関係の更なる安定
化を図らざるを得なくなっている。旧加盟国と新規加盟国のそれぞれの対ロ
シア関係の定義の仕方にこそ「古いヨーロッパ」と「新しいヨーロッパ」の
間の不協和音をもたらした要因がある。
ポーランドとチェコでのMD計画はロシアに対する実質的な脅威ではない

にもかかわらず、ロシアがそれを政治的な挑発として受け止めているのは過
剰反応とは言えない。結局、米国によるMD計画は EUの安全保障戦略の大
きな負担となり、EU・ロシア間戦略的パートナーシップの重大な障害となっ
ている。NATO戦略の重要な役割を担うようになった EUが、同時にロシア
との戦略的なパートナーシップを展開しようとしていることの間で板挟みに
なっている現在、EUは自らの地政学的な機能を米国とロシアのそれぞれのイ
ンタレストを熟慮して模索することが大きな課題となってきた。EU加盟国の
中でとりわけ米国とロシアとの関係強化を外交政策の優先課題としているド
イツでの外交政策の議論をみると、「地政学的な」議論の進展が著しい 50。メ
ルケル政権が米国とロシアの欧州をめぐる戦略的インタレストの間の有力な
調停役を務めようとしているように、今後 EU全体も自らの地政学的な戦略
の展開だけでなく、欧州が対象となっている他国の「地政学的対欧州戦略」
と渡り合える政治力の具備が不可欠となっている。

Ⅴ　おわりに

EUの対ロシア戦略の主要な方向性を把握するために、メルケル政権下に
おけるドイツ・東方関係の展開に注目し、分析の軸とした。元々、1994年
に完了したロシア軍の統一ドイツからの撤退に伴い、対ロシア関係の重要度
はドイツにとって大きく低下した。それにもかかわらず、コール政権はエリ
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ツィン政権下の民主化政策を積極的に支援し、コール首相とエリツィン大統
領の友情関係は後のシュレーダー・プーチン関係と同様に親密なものだった。
1990年代でのソ連邦崩壊に続くロシア国内の大規模な構造改革により、ロシ
アの外交力は大幅に衰退したが、新世紀になって、再び多面的な攻勢を掛け
るようになった。
ロシアは自らのインタレストを欧州で追求するために、緊密な独露関係の

維持を重視しているものの、ドイツから見ると、それは、米国との関係を常
に優先する EUの中での孤立化を招く大きなリスクとなっている。そこで、
ドイツにとって、自らの歴史的、文化的、経済的対ロシア関係を欧州の更な
る安定化に活用し、EUの総合的安全保障政策の構築に反映させることが大き
な課題となってくる。ヴィーランド -カリーミ（Almut Wieland-Karimi）が指
摘したように、ドイツには、ロシアと米国の双方との関係を全く均衡の取れ
たものにすることが可能だとは考えられない。EUと米国の政治理念の基本的
な共有とは異なり、EU・ロシア間には価値観の相違が著しく、対ロシア関係
を米国のそれと同質なものとして正当化するわけにはいかない 51。
プーチン政権下のロシア国際戦略がポスト帝国主義とネオ帝国主義のどち

らに属しているかという議論で、最近ワランダー（Celeste Wallander）が「超
帝国主義」（transimperialism）という新しい概念を提起した 52。ワランダーは
次のように述べた。「およそ今後 10年くらいの間に、ロシア政府が国際レジー
ムの規則に順ぜずにグローバル化された経済ネットワークに参加できない限
り、ロシア経済における同政府が統制力を維持できなくなる分野は益々増え
ていく。（中略）統合され、モダンなロシアへの期待において西洋は理想を追
求すべきだが、そのようなロシアはその政府が展開する超帝国主義を放棄し
ないことを現実視しなくてはならない」53。また、ロシアの国際戦略を国際政
治学の概念で把握する難しさはさておき、ロシアの国際戦略をめぐり、地政
学に軸足を置く安全保障政策の必要性も強調される。
ヒンメルライヒ（Jörg Himmelreich）は、ロシアとの「戦略的な」パートナー

シップを目指すより、EUは「選択肢を備えたパートナーシップ」（selektive 
Partnerschaft）の形成を優先した方が現実的とした 54。すなわち、ロシアが協
力の意欲を示す分野では連携し、ロシアの政策が欧州の安全保障やエネルギー
の安定供給に反する場合には抑制に乗り出すことが要求される。これまで、
域外勢力による脅迫行為に未経験だった EUにとって対応力の迅速な整備が
死活問題となってきた。それを背景に、ドイツは例えばロシアに対する前向
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きな連携重視姿勢や多角的な宥和政策に頼り切れなくなっており、何よりエ
ネルギー政策の再考は急務である。エネルギー分野における EUのロシアへ
の依存度を確実に低減させるために、ドイツは自らのエネルギー政策を更に
多様化する必要があり、殊に原子力の再評価は不可避に思われる。さもなくば、
EUがロシアに対して目指す独自のより有力な態勢にドイツは水をさすことと
なろう。これを防ぐことが、地政学にも十分に配慮した EU安全保障政策の
確立過程におけるドイツの今後の重要な課題に他ならない。

（2008年 9月 脱稿）

1 独露関係の推移により EUの国際関係政策のベクトルも少なからず変動
する。シュレーダー政権とメルケル政権の対ロシア政策が異なることを
背景に、EU域内におけるロシアの捉え方の見直しも促進される。独露関
係の有様と EUの国際政策との関係については、例えば以下を参照のこ
と。Maria YATMANOVA, Future shape of Russian-German Relations: bilateral 
or restrained by EU-limits? (ISA South Conference Papers: Theory and Practice in 
International Relations), University of Miami 2005.

2 DGAPの「新東方外交」（Die neue Ostpolitik）特集（DGAP, Internationale 
Politik, 2007/3）を見よ。そこでは殊にエネルギーの安定確保問題に関して、
ドイツとプーチン政権下のロシアとの新しい関係に焦点を絞っているが、
Gunther HELLMANNの論稿「Deutschland, Europa und der Osten」が拡大 EU
でも中心的な存在であるドイツの従来の対米関係重視を不可逆なパラダイ
ムとしているように、独露関係は独米関係に匹敵するものではない見解が
ドイツの政治研究者内で優勢を占める。

3 ibid., p.20.
4 EUでは共通の国際戦略に関する問題意識は特にグローバリゼーションの
潮流に起因する国際経済構造や社会的要因の変遷への対応に重点を置いて
おり、地政学に立脚する総合的な安全保障政策にも十分に注視するとこ
ろまで進化していない。例えば、2007年前半に EU議長国を務めたドイ
ツはグローバリゼーション時代における EUのチャンスとリスクを探るレ
ポートを欧州経済社会評議会（EESC）に依頼したが、安全保障政策上の
問題意識は皆無だった。EESC, Opinion of the European Economic and Social 
Committee on ‘The Challenges and Opportunities for the EU in the Context of 
Globalisation’, Official Journal of the European Union, 2007/C 175/16を参照。

5 Reinhard C. MEIER-WALSER, Neue deutsche Aussenpolitik – Kontinuität und 
Wandel, Politische Studien (Hans Seidel Stiftung), Heft 408, 2006/7-8 を 参
照。Karl Rudolf KORTE, Unbefangen und gelassen. Über die außenpolitische 
Normalität der Berliner Republik, Internationale Politik (DGAP), 1998/12も見よ。

6 Hanns MAULL, Die prekäre Kontinuität: Deutsche Außenpolitik zwischen 
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Pfadabhängigkeit und Anpassungsdruck, M. Schmidt, R. Zohlnhöfer (eds.) 
Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 1949, 
2006を参照のこと。

7 Stephan BIERLING, No more “Sonderweg”: German Foreign Policy under 
Chancellor Merkel, KAS-lecture series, 2006/9を参照のこと。

8 Christian HACKE, Deutsche Aussenpolitik unter Bundeskanzlerin Merkel, Aus 
Politik und Zeitgeschichte, 43/2006を見よ。

9 2008年 5月のロシア大統領交代後におけるメルケル首相とシュタインマイ
ヤー外相の役割分担はそれを裏付けるものである。先ず、大統領交代をきっ
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